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　配偶者・パートナーからの暴力や，
職場におけるセクシャル・ハラスメ
ント，ストーカー行為といった，女
性をめぐる様々な人権問題の解決に
向けた助言と相談を法務局職員また
は人権擁護委員が行います。
◇実施期間　
　11月12日㈪～18日㈰　8:30～19:00
※土・日曜日は 10:00 ～ 17:00
◇相談電話番号　☎ 0570-070-810
◇問い合せ先　山口県人権擁護委員
連合会（☎ 083-922-2295 ）

「女性の人権ホットライン」強化週間

◆◇出場おめでとうございます！！◇◆
　11 月 10 日㈯～ 13 日㈫に茨城県で開催される「第 20 回全国健康福祉祭
いばらき大会（ねんりんピック茨城 2007）」に，本市から次の方が出場さ
れます。大会でのご健闘をお祈りします。（敬称略）

ソフト 平中　政明 （加藤南） 弓道 松浦マキ子 （殿町三）
ボール 平中　勝美 （緑ヶ原団地） 三村　道昭 （新生二丁目）

木村　武人 （　山一丁目） テニス 篠原　純子 （南平原）
サッカー 山本　幹敏 （叶松二丁目） 水泳 吉田　利夫 （丸河内第三）

町田　正勝 （日の出三丁目） 囲碁 藤本　稔男 （日の出四丁目）
黒木　弦 （北竜王町）

人のうごき（10月1日現在）

世帯 27,761 世帯 （-2）
人口 67,429 人 （-17）
男 31,751 人 （-24）
女 35,678 人 （+7）

※（　）内は前月との比較

市民意見公募制度【寄せられたご意見をご紹介します】パブリック
コメント

　10 月 2 日まで募集した「水道事業
総合計画（案）」パブリックコメン
トの結果をお知らせします。

水道事業総合計画（案）

【担当課】　
　水道局総務課　☎ 83-4111
●公募期間
　平成 19年 9月 3日～ 10月 2日
●意見の件数　0 件

持楴

家計簿販売の中止について
　商工労働課では，毎年「明るい
暮らしの家計簿」を販売していま
したが，今年度から販売を中止し
ます。購入を希望される人は，書
店にてお買い求めください。
◇問い合せ先　
　商工労働課（☎ 82-1151）

　11月 21 日現在で，平成 19年全国
物価統計調査が行われます。この調
査は，山口県知事に任命された調査
員が小売店舗を訪問して調査票の記
入のお願いと収集を行い，飲食店や
サービス事業所については市統計係
が調査を行います。調査にご協力い
ただけますようお願いします。
◇問い合せ先　企画課（☎82-1130 ）

全国物価統計調査にご協力を

山口県の最低賃金について
　県内で働く，すべての労働者に適
用される山口県最低賃金は以下のと
おり改正されました。
◎1時間　657円　（効力が発生し
た日：平成19年 10月 28日）

　この金額に満たない額で従事させ
たり，従事したりすることのないよ
うにしましょう。詳しくは下記まで
お問い合わせください。
◇問い合せ先　厚生労働省山口労
働局賃金室（☎ 083-995-0372）

　http://www.yamaguchi.plb.go.jp/

浄化槽の管理について
　浄化槽を設置している人は，浄化
槽の適正な維持管理をしなければな
りません。管理が不適切な場合，汚
水が浄化されず，悪臭や水質汚濁の
原因となります。
◇登録業者による保守点検を受けま
しょう

•法律で定められた期間ごとに保守点
検の必要があります。県知事の登録
を受けた業者に依頼しましょう。

◇年に1回以上の清掃をしましょう
•溜まった汚泥の除去が必要です。
浄化槽清掃業の許可を受けた業
者に依頼しましょう。

◇法定検査は必ず受けましょう
•使用開始後 3 ～ 5 か月間と，毎
年 1 回，指定検査機関による検
査を受ける必要があります。

※浄化槽の保守点検業者および清
掃業者についてはお問い合わせ
ください。

◇問い合せ先　環境課（☎ 82-1143）
　㈳山口県浄化槽協会（指定検査機関）

（☎ 35-0149）

住 宅 防 火 診 断
　消防署と消防団では，火災を未然に
防止し，火災による死傷者を出さない
ために，秋季火災予防運動の関連行事
として住宅防火診断を実施します。
◇期間　11 月～ 12 月
◇消防署・消防団による訪問診断
•70歳以上1人暮らし世帯（市内全域）
•75歳以上2人暮らし世帯（高千帆・
津布田・厚狭・埴生校区）

◇チェックシートによる自己診断
　チェックシートを高泊・有帆・出
合校区の各世帯に配布しますの
で，各自で診断してください。

◇問い合せ先　
　消防本部予防課（☎ 83-3556）


